
船舶事故等調査報告書 

平成２１年６月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９門第５５号 

事故等名 貨物船伸和丸漁船第三十五正章丸衝突 

発生年月日時刻 平成２１年３月２日２３時２０分ごろ 

発生場所 宮崎県南那珂郡南郷町鞍埼灯台から真方位０６７°３.０海里付近 

（概位 北緯３１°３１.９′ 東経１３１°２８.１′） 

事故等調査の経過 調査の概要：平成２１年４月９日門司・地方事故調査官がＡ船側運航者代表者から事故

概況を口述聴取、４月１０日Ｂ船所属漁業協同組合から事故概況を口述

聴取 

原因関係者からの意見聴取：意見なし 

事実情報 

船種･船名･総トン数 

船舶番号 

船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 伸和丸 ４９８トン 

１３３２５９ 

伸和汽船株式会社、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（所有者） 

三栄港運株式会社（運航者） 

船種・船名・総トン数 

漁船登録番号 

船舶所有者等 

Ｂ 漁船 第三十五正章丸 ９.７トン 

ＭＺ２－３０５１ 

個人所有 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長 四級海技士（航海） 

二等航海士 五級海技士（航海） 

Ｂ 船長 一級小型船舶操縦士 

負傷者 Ａ なし 

Ｂ なし 

損傷 Ａ 右舷外板中央部から同船尾部にかけて擦過傷 

Ｂ 左舷外板船首部から同船尾部にかけてき
・

裂及び擦過傷 

事故等の経過 Ａ船は、船長及び二等航海士ほか３人が乗り組み、大分港に向けて北進中、Ｂ船は、

船長ほか２人が乗り組み、漁場から宮崎県油津漁港に向けて北進中、平成２１年３月

２日２３時２０分ごろ、Ａ船の右舷船尾部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

当時、天気は雨、南西の風、風速約６m/s、波高約２.５ｍ、視程約１M であった。 

分析 気象・海象の関与 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

判明した事項の解析 

なし 

あり 

なし 

Ａ船は、適切な見張りを行わなかったことにより、Ｂ船に対

し、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとら

なかった可能性があると考えられる。 

Ｂ船は、前方の適切な見張りを行わなかったことにより、Ａ船

に気付かず、Ａ船を避けなかった可能性があると考えられ

る。 

Ｂ船がＡ船を追い越す状況であったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、Ａ船及びＢ船がともに北進中、いずれも他船の存在に気付かなかっ

たため、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 

その他の事項 なし 

 




